
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． はじめに 

（１）背景と目的 

瀬戸内海国立公園は，昭和 9（1934）年 3 月に指定された国立

公園で，沿岸部の小高い場所から俯瞰する多島海景観を最大の特

徴としている。この風景は，国立公園委員会特別委員会委員であっ

た田村剛と脇水鐵五郎が，岡山県の鷲羽山から見た眺めを賞賛し，

見出したものである 1)。脇水は，「小さき島嶼が碁石を散したやう

に多數に散布するを以て多島海景観の眞髄とする」2)と，島々を広

く俯瞰するパノラマ景を称賛したように，展望地と視対象である

島嶼部及び海域部を中心とした公園区域が設定され 3)，眺望行為を

利用の中心に据えた公園計画が策定された。 

指定から80年以上が経過した令和3（2021）年現在，沿岸部で

工業地帯や橋梁が整備される等，指定当時と同様の展望地からの

眺めが維持されているとは言いがたく，既往研究では，本州四国連

絡橋の架橋による景観の変化が指摘されている 4)。 
平成 18（2006）年に実施した瀬戸内海国立公園の現状と課題に

関して，国，地方自治体及び民間団体を対象としたアンケート調査

（（社）中国地方総合研究センター）では，「広範囲だがまとまりの

ない区域指定」，「展望地からの眺望が楽しめていない」等の課題が

あるとまとめている 5)。また平成27（2015）年に公園施設の整備

及び維持管理の実施状況に関する調査（総務省中国四国管区行政

評価局）結果から，中国四国地方環境事務所は，「現状に即した管

理運営計画の変更」や「展望地の眺望の確保」等の改善処置を講ず

るように通知 6)された。このように瀬戸内海国立公園では，多島海

景観を享受できるはずの展望地に対する課題が多方面より指摘さ

れており，展望地整備のあり方を再考することが求められている。 
本研究では，展望地整備を景観デザインの方法の体系 7)に基づき

「眺め（関係の操作・対象の改変・変遷のコントロール）」，「施設

整備（視点の選定）」及び「管理方針（視点の選定）」の多角的視点

より捉えるものとする。本研究と同じく多島海景観について論じ

た研究は，伊藤の多島海景観としての松島の評価を論じた研究 8)や，

手前汀線の地形条件と心理的評価の関係を整理した細川の研究 9)

がある。展望地の施設整備に関する研究では，名勝の展望地点の現

況を整理した上村らの研究 10)，展望地に係る管理方針については，

建築物規制より国立公園思想を論じた堀の研究 11)がある。また瀬

戸内海国立公園を対象とした研究として，記述や絵画より捉えら

れた瀬戸内海を分析した西田の研究 12)や，鳴門海峡を捉えた展望

地からの景観構成及びその評価について言及した大平らの研究 13)

がある。ただ，いずれの研究も現在の多島海景観に着目し，多角的

視点より包括的に瀬戸内海国立公園の展望地整備について論じた

研究はない。さらに，岡田は工場景観に関する研究 14)を行ってい

るが，沿岸部に工業地帯や橋梁が整備されている瀬戸内海におい

て，従来的な自然要素で構成される多島海景観ではなく，人工物も

含めた現在の多島海景観として評価する必要がある。

そこで本研究では，多島海景観の享受という観点から，現在の瀬

戸内海国立公園の各展望地で得られる眺めの実態の特徴と展望地

の施設整備状況を把握してその関係を整理し，さらに展望地の整

備方針と管理の現状及び課題を踏まえて，展望地整備のあり方を

考察することを目的とする。

２． 研究方法 

（１）対象地 

本研究の対象は，国立公園管理計画書の基本方針にて「多島海景

観」もしくは「内海多島景観」の記述がある環境省中国四国地方環

境事務所の所管地の岡山県，広島県，山口県，香川県及び愛媛県に

含まれる展望地とその眺望を対象とした。展望地の選定は，（一財）

自然公園財団が発行した国立公園のガイドブック 15)及び瀬戸内海

国立公園管理計画書 16)を参考に選定した展望地 29 件を対象とし

た（図－1）。多島海景観は，先述のように高い場所から眺める俯瞰

景が評価されたため，俯瞰して眺望する展望地を対象とし，船上か

らのシークエンス景や水平景を眺望することになる標高の低い海

岸の展望地は対象外とした。また国立公園の指定時期によって多
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図－1 瀬戸内海国立公園及び対象地 

 

島海景観の保全以外の意図で選定された選定地もあるため，これ

らについても対象外とした。 
地理的に島嶼分布や汀線が異なること，展望地の管理主体が異

なることから，①岡山県と香川県に挟まれる海域に位置し，備讃諸

島を主な眺望対象とする展望地（11 件），②広島県と愛媛県に挟ま

れる海域に位置し，芸予諸島を主な眺望対象とする展望地（13 件），

③広島県西部と山口県に面した広島湾以西を眺望対象とする展望

地（5 件）に地域区分し，眺めと管理及び行政方針の特徴をみた。 
（２）調査・分析方法 

展望地における多島海景観の享受という観点から捉えるため，

展望地からの眺め及び展望地の整備状況について調査を実施した。 
１）眺め 
展望地からの眺めの分析は，デジタルカメラで撮影した写真を

用いて行った。夏季は一年で最も遠景が眺望しづらい時季である

ものの，夏季で眺望できる視対象は全ての時季で眺望可能と言え

ることから夏季に実施した。時期は，令和 2（2020）年 8 月 27 
日から 9 月 5 日にかけての日中（調査開始時刻：8 時～9 時，調

査終了時刻16時～17時）に実施し，一部曇り又は雨であったが，

地形図（国土地理院地図）を持参し，物理的に視認されるべき対象

を目視にて確認することで，後述する写真分析に支障が生じない

ようにした 17)。また周囲を樹木に囲まれ視界が閉ざされてしまっ

ている十禅寺山と由加山は対象外とした。撮影地点は，展望地で見

える海域の広がりが現地にて最大と確認できた地点とした。デジ

タルカメラD3300のパノラマ機能を用いて撮影を行い，水平画角

を撮影地点からの眺めにおいて海又は島嶼を含む範囲とした。レ

ンズの焦点距離は 14mm（35mm判換算焦点距離：21mm）に設

定し，この時，垂直画角は 58.2°となり水平撮影で俯角が一般的

下限の 30°18)とほぼ同じになるため，撮影地点から実際に体験で

きる眺めを再現できると判断した。 
現在の瀬戸内海国立公園には，先述のとおり人工物が点在して

いるため，眺めを構成する要素を大きく自然要素と人工物に分け

て，展望地から撮影した写真及び地形図（国土地理院地図）より把

握した。自然要素は多島海景観享受の観点より，主構成要素である

海及び島嶼とした。人工物は，展望地から眺めることのできた町並

エレメント（建物），工業エレメント（タンク，クレーン等）19)及

び橋梁とした。なお，本研究の対象である，展望地で享受される多

島海景観は眺望景観である一方，展望施設や案内看板は囲繞景観
20)の一部であることから対象外とした 21)。 
上記要素の見え方については，展望台の備えるべき条件として

脇水が言及した 22)「視界の広きこと（展望面積）」「島嶼の分布と

山海の配置とがよろしきを得て，近景，中景及び遠景の整っている

こと（対象の俯角分布）」「海面上の高さが適度なること（汀線に

対する俯角の把握）」に基づく分析や橋梁等の人工の見え方につい

て分析を行った。写真より，Adobe Photoshop2020 を使用して「露

出海域面積（展望地から見える海面面積）」，「島嶼総面積（展望地

から見える島嶼面積）」及び「島嶼数（展望地から見える島嶼数）」 

 
図－2 色分けと俯角領域（白：海域部 黒：島嶼部） 

 

を算出し把握した。算出に当たっては，要素の領域を明確にするた

めに，写真上の島嶼と海域を色分けし，要素ごとに領域のピクセル

数の合計を「露出海域面積」及び「島嶼総面積」とした。なお，本

研究では，各展望地間の眺めにおける各要素の面積の広狭は，ピク

セル数ではなく，対象地における展望地ごとのピクセル数の比較

によって相対的に判断した。「島嶼数」は，写真における見かけの

島嶼数である。展望地から見ると，複数の島嶼が重なって一体化し

て見えることもあるため，見かけの島嶼数を示すものとして複数

の島嶼であっても色分け後の写真において一体化している島嶼の

塊は1とした。「島嶼数」と「島嶼総面積」から，眺めにおける島

嶼の分散と集中を把握した。島嶼面積が大きくて島嶼数が少ない

ほど島嶼が集中して見え，島嶼面積が小さくて島嶼数が多いほど

島嶼が分散して見えると判断できる。 

眺めにおける島嶼部の相対的な見えの大きさとして，露出海域

面積に対する島嶼総面積の比率（以下「島/海比率」という。）を把

握した。島/海比率が大きいほど海域よりも島嶼が目立ち，島/海比

率が小さいほど島嶼よりも海域が目立つ。 
島嶼，町並エレメント及び工業エレメントの各対象の眺望にお

ける位置関係は，対比可能な項目として既往研究 23)を参考に「要

素俯角範囲（要素が見える俯角の範囲）」より把握した。写真上の

垂直方向に等分線を引くことで各要素の俯角を把握し，垂直方向

の分布範囲をみた（図－2）。「島嶼の手前部分の汀線」，「町並エレ

メント」及び「工業エレメント」の撮影地点からの俯角を，俯角 2°
以下，視野の上限（俯角 2°～3°），遠景領域（俯角 3°～8°），

中心領域（俯角 8°～10°），視覚的に最も重要な領域（俯角10°
～29°）の俯角領域 に5 区分した。 
さらに，島嶼に関しては，多島海景観において手前汀線の俯角に

位置についても重要であることから，展望地の標高及び，眺望景観

の中心方向に対する手前汀線までの距離から俯角を把握した。 
橋梁は，海域を縦断する等，他の要素とは異なるため，見えの印

象を図る指標である視線入射角 24)を用いて景観に影響を与える程

度を把握した。橋梁を眺望できる展望地の座標と橋梁の中心点の

座標から算出した。同一地点で複数の橋梁が視認できる場合，全て

の視線入射角を把握した。 
２）展望地の整備 
展望地に対する行政の評価（展望地整備に関与する行政機関（国

及び地方公共団体）の国立公園における整備の現状及び管理方針）

が整備状況や管理方針にみられると考え，把握した。また利便性や

快適性を把握する指標は，整備面積 25)，展望地形態，付帯設備（展

望地内の設置物）及び土産物屋等の商業施設の有無（展望地へのア

クセス地点（駐車場，ロープウェイ駅等）から展望地までにある商

業施設）を現地踏査及び地形図（国土地理院地図）から把握した。

展望地形態は，自然公園における施設技術指針 26)に基づいて，自

然地形型（特に土地の改変や構造物設置せず地形を利用），垂直構

造型（垂直構造物を設置），水平構造型（テラス状の平坦な構造物

を設置）及びその他に分類した。その他，展望地周辺の樹木が成長

して調査地点からの眺めに入ってくるかを把握するため，樹木の

乱し 27)度をみた。展望地周辺の植生が島嶼の稜線に被覆している

度合いを写真上で判断し，視認されるすべての島嶼の稜線に全く 

0 40 80km 
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表－1 アンケート項目 
1 管理主体名称 担当部署名，管理団体の名称 
2 管理内容について 
（選択式・複数回答可） 

清掃美化，景観阻害樹木の伐採，歩道・柵の管理，案内
板・看板の管理 ，その他（自由記述・回答なし） 

3 管理する上で課題とお考え
の点について 
（選択式・複数回答可） 

管理方針がない，人手をかけることができない，予算を
つけづらい・予算が不足している，管理主体が不明，環
境省との連携が不足している，庁内他部署との連携が不
足している，他団体との連携が不足している，課題と考
える点はない，その他（自由記述・回答なし） 

 
被覆してない場合を「乱し無し」，一部稜線に被覆している場合を

「一部乱し」，全ての島嶼が視認できない場合を「眺望無し」とし

た。なお，本研究では，展望地として設えた施設，もしくは展望地

として認知できる一定の空間であり，周辺の広場や駐車場は含ま

ないものを展望地と定義する。 

展望地の行政方針は，管理計画書による文献調査及び展望地を

日常的に管理している管理主体に対するアンケート調査（整備方

針や管理主体，管理内容，予算，連携等の展望地管理の取り組みに

ついて）により把握した（表－1）。 
 

３． 眺め 

各展望地からの眺めの調査データは表－2に整理した。 

（１）海及び島嶼 

備讃諸島の展望地では，平均島/海比率が0.09（標準偏差：0.10）
と低く，全体的に露出海域の中の島嶼が小さく見えた。一方，芸予

諸島の展望地では，平均島/海比率が 0.50（標準偏差：0.54）と露

出海域に対して島嶼が比較的大きく見えた。仙酔島や亀老山等は，

備讃諸島と同様の低い値を示す一方，因島公園と鳴滝山のように

露出海域よりも島嶼の方が大きく見える展望地もあり，展望地ご

とに異なっていた。広島湾以西の展望地では，平均島/海比率は0.20
（標準偏差：0.14）で，備讃諸島と芸予諸島の中間となっており，

地域によって眺めにおける島嶼の相対的な見えの大きさが異なっ

ていた。展望地ごとに比率をみると（図－3），地域ごとに異なって

いる以外に，島嶼以外に立地する展望地では，汀線に近い展望地で

は島/海比率が低く，汀線から離れると島/海比率が高くなっていた。 
眺めにおける島嶼の分散と集中をみると（図－4），備讃諸島の展

望地では，島嶼数が多く島嶼総面積が中程度の展望地と島嶼数が

少なく島嶼総面積が小さい展望地が多く，比較的島嶼が分散もし

くは点在して見える傾向にあった。芸予諸島の展望地では，島嶼数

が少なく島嶼総面積が大きい展望地と島嶼数及び島嶼総面積がと

もに中程度の展望地が多く，比較的面積の大きい島嶼が集中して

見え，その程度に幅があった。広島湾以西の展望地では，島嶼総面

積が小さく島嶼数が少ない展望地が多く，一様に島嶼が海域に点 

 

 
図－3 島/海比率 

 
 

 
図－4 島嶼総面積と島嶼数 

 

在して見える傾向にあった。 

島嶼の俯角領域の分布をみると，島嶼は眺望が確保された展望

地の全てで視認された。備讃諸島及び広島湾以西の展望地では，大

部分の展望地において，遠景領域以遠で島嶼を視認できた。一方，

芸予諸島の展望地では，仙酔島以外の全ての展望地において遠景

領域以遠で島嶼を視認でき，ほぼ半数の展望地にて中心領域から

島嶼を視認できた。さらに，重要な領域で島嶼を視認できる展望地

も 5 件と多くあった。備讃諸島及び広島湾以西の展望地では，水

平線に近い限られた俯角領域で，芸予諸島の展望地では視覚上重

要な領域を含めた広範で島嶼が視認しやすい位置にあると言える。 

手前汀線に対する俯角は，俯角10°以上が重要と言われている。

備讃諸島の展望地は 3 地域において，手前汀線に対する俯角が

10°を超えている割合が最も低いが，いずれの地域区分の半数近

くの展望地が俯角を10°を超えている。 
 

表－2 展望地の眺め 

地
域 

展望地 展望地座標 
緯度，経度 

撮影時 
天候 

標高 
（ｍ） 

汀線 
距離 
（ｍ） 

汀線に
対する
俯角 
（°） 

露出海域 
面積 

(1,000px) 

島嶼 
総面積 

(1,000px) 

島/海 
面積比率 

島嶼数 
眺望可能な 
主な島嶼 

島嶼 町並エレメント 工業エレメント 
橋梁 

視線入射角 （°） 
○内は件数 

重
要
な
領
域 

中
心
領
域 

遠
景
領
域 

視
野
の
上
限 

～
俯
角
２ 

重
要
な
領
域 

中
心
領
域 

遠
景
領
域 

視
野
の
上
限 

～
俯
角
２ 

重
要
な
領
域 

中
心
領
域 

遠
景
領
域 

視
野
の
上
限 

～
俯
角
２ 

備
讃
諸
島 

王子ヶ岳 34.526836，133.949679 晴れ 233.4 497 25.2 215 20 0.09 7 六口島，本島，広島，手島，北木島   ● ● ●     ●      ①57.2 
屋島 34.376653，134.096030 曇り 248.4 548 24.4 1,441 96 0.07 14 小豆島，小豊島，豊島，直島，女木島   ● ● ●   ● ● ●  ● ●    
寒霞渓 34.514798，133.300877 曇り 606.1 4,060 8.5 111 0.8 0.01 6 弁天島，児島，福部島   ●   ● ● ●      ●   
五色台 34.378298，133.925917 雨 227.2 392 30.1 654 24 0.04 7 塩飽諸島，大槌島，小槌島，堅場島  ● ●  ●   ●   ●     ①63.0 
御嶽山 34.469433，133.545735 晴れ 287.7 804 19.7 155 33 0.21 11 笠岡諸島，粟島    ● ●   ●        ①56.4 
紫雲出山 34.243768，133.595477 晴れ 350.0 3,310 6.0 807 60 0.07 20 走島，笠岡諸島，塩飽諸島，伊吹島  ● ● ● ● ●           
城山 34.289863，133.889842 雨 461.8 4,770 5.5 42 15 0.37 9 塩飽諸島，笠岡諸島    ● ●   ●    ● ●   ①19.2 
鷲羽山 34.436273，133.810406 曇り 131.3 569 13.0 844 119 0.14 16 本島，六口島，広島，北木島，女木島   ● ● ● ● ● ● ● ●      ①16.8 
大麻山 34.197631，133.779581 曇り 403.4 8180 2.8 21 5 0.25 4 塩飽諸島，魚島，江ノ島     ●    ● ●       
十禅寺山 34.461865，133.882171 眺望無し 
由加山 34.507167，133.850609 眺望無し 

芸
予
諸
島 

因島公園 34.287279，133.186619 晴れ 200.6 861 13.1 219 432 1.97 4 弓削島，赤穂根島，岩城島，伯方島 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ①66.5 
観音山 34.267258，133.079815 晴れ 457.7 1,060 23.4 204 171 0.84 3 大三島，伯方島，大島，津島  ● ● ● ●   ●        ①83.2 
亀老山 34.119898，133.033510 曇り 303.5 1,700 10.1 554 91 0.16 9 大崎上島，大崎上島，生口島，因島  ● ● ● ● ●  ● ●  ●     ①24.8 
休山 34.227301，132.576325 晴れ 495.6 5,020 5.6 355 128 0.36 13 下鎌苅島，忽那諸島，鹿島，江田島   ● ● ●  ● ●  ●  ● ●    
近見山 34.085936，132.971873 曇り 241.7 2,150 6.4 203 76 0.37 9 大島，大三島，大崎下島，岡村島   ● ● ● ● ● ●    ● ●   ①33.9 
高見山 34.368083，133.207060 晴れ 281.0 726 21.2 896 231 0.26 8 加島，百島，田島，横島，魚島 ●  ● ● ● ●  ●        ①5.2 
黒滝山 34.345451，132.995085 晴れ 267.9 950 15.7 258 128 0.50 5 生口島，伯方島，大三島，大崎上島   ● ● ● ● ●  ●   ● ● ●  ①67.5 
神峰山 34.226431，132.905758 晴れ 450.9 3,020 8.5 341 130 0.38 26 安芸灘諸島，忽那諸島，長島，周防大島 ● ● ● ● ● ● ● ●    ● ● ●  ①8.5,②57.1,③71.2 
仙酔島 34.384211，133.396379 晴れ 158.1 763 11.7 71 4 0.05 2 芸予諸島    ●    ● ● ●       
筆影山 34.375715，133.082626 晴れ 280.2 453 31.7 394 165 0.42 3 岩子島，向島，因島，細島，佐木島  ● ● ● ●   ● ● ●  ●    ①39.5 
鳴滝山 34.406262，133.145610 曇り 397.7 1,650 13.6 118 194 1.64 6 向島，因島，生口島，大三島，横島 ● ● ● ● ● ● ● ●     ●   ①49.2，②80.9 
野呂山 34.259884，132.684260 晴れ 750.0 5,220 8.2 270 132 0.49 14 上蒲刈島，忽那諸島，倉橋島 ●  ● ● ● ●  ●       ● ①24.4，②50.7，③54.8，④61.9 
鷲ヶ頭山 34.239108，133.021424 晴れ 435.9 2,640 9.4 232 169 0.73 11 大崎上島，大崎下島，因島，生口島   ● ● ● ● ● ●        ①62.4 

広
島
湾
以
西 

嘉納山 33.914051，132.245315 晴れ 694.3 5,460 7.2 141 18 0.12 18 前島，浮島，桂諸島，忽那諸島，江田島   ● ● ●  ●          
極楽寺山 34.387014，132.318141 晴れ 661.5 6,920 5.5 70 33 0.47 5 厳島，江田島，桂諸島，周防大島    ● ●  ● ●         
皇座山 33.849746，132.136856 晴れ 470.8 1,600 16.4 96 36 0.38 2 平群島，掛津島   ●              
太華山 34.008403，131.818612 晴れ 361.1 1,970 10.4 173 40 0.23 4 仙島，黒髪島，大津島  ● ● ● ●   ●    ● ●    
弥山 34.279858，132.318725 曇り 521.3 1700 17.0 1,155 196 0.17 21 江田島，倉橋島，忽那諸島，桂諸島 ● ● ● ●   ● ● ●        
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図－5 町並エレメント広範囲に分布する眺め（因島公園） 

 

.  

図－6 工業エレメントが視認できる眺め（神峰山） 

 

（２）人工物 

１）町並エレメント 
備讃諸島の展望地では，鷲羽山や寒霞渓等の複数の俯角領域に

町並エレメントが分布している展望地（4件）と単一俯角領域のみ

に分布する展望地（5件）に二分され，町並エレメントの見え方は

展望地によって異なっていた。特異的に屋島では遠景領域以遠に，

寒霞渓では遠景領域より手前に町並エレメントが見えた。 
芸予諸島の展望地では，ほぼ全ての展望地で複数の俯角領域に

町並エレメントが分布し，町並エレメントが広範に見えた。また重

要な領域及び中心領域で町並エレメントが視認できる展望地が多

く，視覚上重要な領域を広範に見える傾向にあった（図－5）。 
広島湾以西の展望地では，3地域の中で町並エレメントの視認で

きる分布の範囲が最も小さく，町並エレメントの影響が小さいと

言える。最も広範に町並エレメントが分布している弥山でさえも，

範囲は3俯角領域であり，町並エレメントの分布は狭小であった。 
２）工業エレメント 
工業エレメントは，町並エレメントと比べて視認できる展望地

は少なく，備讃諸島と広島湾以西の展望地では限られた展望地で

しか視認されなかった。一方，芸予諸島の展望地では比較的多くの

展望地で工業エレメントが視認され，地域によって異なることが

示された。全体的に遠景領域と中心領域に多く分布しており，この

2領域を中心に工業エレメントが視認できることが分かる（図－6）。  
３）橋梁 
篠原によると，視線入射角が大きいと静的，小さいと動的な印象

を受けると記している 28)。橋梁が視認できたのは備讃諸島と芸予

諸島の展望地で，備讃諸島の展望地では，11 件中5 件と半分に満

たず，芸予諸島の展望地では，13件中11件と多くの展望地で視認

された。さらに，芸予諸島の3件の展望地では，一箇所で複数の橋

梁を視認できた。視線入射角を 30°ごとに区分した場合，1°～30°
の領域では，備讃諸島の展望地で 2 件，芸予諸島の展望地で 4 件

視認されたが，31°～60°及び 61°～90°の領域では，備讃諸島の展

望地では2件，1件に対し，芸予諸島の展望地では6件，7件と多

かった。各地域で視線入射角は異なっており，橋梁の見え方に差異

が生じていると言える。特に橋梁を視認できる展望地が多い芸予

諸島では，橋梁の見え方が備讃諸島の展望地よりも多様であった。 
（３）まとめ 

各地域の眺めを整理すると（表－3，4），備讃諸島の展望地は，

比較的小さな島嶼が点在もしくは分散して見える傾向にあった。

これは，脇水が記した「小さき島嶼が碁石を散したやうに多數に散

布する」29)眺めで，国立公園指定時に評価された多島海景観と言え

る。人工物はいずれの展望地でも視認された。町並エレメントは，

ほぼ全ての展望地で遠景中心に見える一方，工業エレメントと橋

梁が見える展望地は多くなく，町並エレメントや橋梁の見え方が

展望地からの眺めを特徴づけると言える。 

芸予諸島の展望地は，備讃諸島の展望地とは異なり，比較的大き 

表－3 地域ごとの眺め例（白：海域部 黒：島嶼部 面積は1,000px単位） 
備讃諸島 
(御嶽山) 

海域面積： 
155px 

島/海比率： 
0.21 

芸予諸島 
(鳴滝山) 

海域面積： 
118px 

島/海比率： 
1.64 

広島湾以西 
(太華山) 

海域面積： 
173px 

島/海比率： 
0.23 

 

 

表－4 展望地からの眺め 

地域区分 海及び島嶼 人工物 
町並エレメント 工業エレメント 橋梁 

備讃諸島 島嶼点在・分散 
遠景以遠 

多 
遠景中心 

少 
一部重要領域 多様 

芸予諸島 
島嶼集中 

重要・中心領域 
遠景以遠 

多 
遠景 

重要領域 

やや多 
一部重要領域 

多 
多様 

広島湾以西
（一部例外） 

島嶼点在 
遠景以遠 

多 
遠景中心 少 なし 

 

 

表－5 地域区分と整備状況の関係 

地域区分 
（）内は展望地数 

平
均
整
備
面
積

（
㎡
） 

展望地形態 付帯設備 
商
業
施
設 

樹木乱し度 

自
然
地
形
型 

垂
直
構
造
型 

水
平
構
造
型 

そ
の
他 

四
阿 

ベ
ン
チ 

案
内
看
板 

望
遠
鏡 

乱
し
無
し 

一
部
乱
し 

眺
望
無
し 

全体(29) 117.0 5 12 11 1 16 22 18 2 11 9 18 2 
備讃諸島(11) 102.0 2 3 6 0 5 7 8 1 6 5 4 2 
芸予諸島（13） 129.0 2 7 3 1 7 11 7 1 4 3 10 0 
広島湾以西(5) 120.8 1 2 2 0 4 4 3 0 1 1 4 0 

 
 

表－6 各地域の展望施設の整備状況の特徴 

展
望
地
の
写
真 

寒霞渓（備讃諸島） 野呂山（芸予諸島） 皇座山（広島湾以西） 

   
特
徴 

整備面積小・水平構造型・

ベンチ四阿少・商業施設多 
整備面積大・垂直構造型・

案内看板少・商業施設少 
整備面積大・付帯設備充

実・商業施設少 

 
な島嶼が集中する眺めであった。島嶼は，全体的な傾向（遠景以遠

に分布）とは異なり，遠景領域を中心に視覚上重要な領域に及ぶ展

望地も一部存在し，垂直方向に島嶼が広がる眺めであった。人工物

の分布域が重要領域を中心に広範であることや，橋梁への視線入

射角が小さい展望地もあることから，眺めにおいて人工物の影響

が強い展望地が多いと言える。このように，島嶼の相対的な見えの

大きさが展望地ごとに異なるとともに人工物の眺めが多様であり，

3地域において最も多様な眺めを有していると言える。 

広島湾以西の展望地では，一部特異的な眺めを有する展望地が

あるものの，大半は島嶼総面積が小さく島嶼数も少なく，比較的小

さな島嶼が点在して見える傾向にある。また町並エレメント以外

の人工物が見える展望地は全体的に少なく，見える分布域も小さ

いことから，備讃諸島及び芸予諸島の展望地とは異なり，海中心の

眺めを有していると言える。 
 
４． 展望地の整備 

（１）整備状況 
各地域の整備の特徴を整理すると（表－5，6），備讃諸島の展望

地は，平均整備面積は最小であるが 3 地域で水平構造型が最も多

く，商業施設が過半数で整備されているため，四阿の整備割合が少

なかった。芸予諸島の展望地は，平均整備面積が最大で垂直構造型

が最も多く，周辺に商業施設が整備されている展望地は半数以下 

町並 

町並 町並 

電波塔 
排気塔 タンク 
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表－7 管理計画区別の展望地に係る基本方針 

及び記述のあった人工物 
地域
区分

管理
計画区

基本方針 人工物

備
讃
諸
島

岡山県
多島海景観の保全と展望地利用の推進 
地域における保護管理体制の構築

橋梁（記述と写真のみ。保
全対象としているか不明）

香川県
内海多島海の保全，利用施設の整備・管理等
市民との連携

橋梁，町並

芸
予
諸
島

愛媛県
多島海景観の保全と展望地利用の推進 
地域における保護管理体制の構築

なし

広島県多島海景観の維持，利用形態と施設整備 橋梁

広
島
湾

以
西山口県

多島海景観の保全と展望地利用の推進 
地域における保護管理体制の構築
瀬戸内海国立公園に関する情報発信・収集

なし

と少なかった。ベンチが整備されている展望地は多いものの，案内

看板の整備は少ない傾向にあった。広島湾以西の展望地は，平均整

備面積が比較的大きく，四阿やベンチの設置割合が高いことから

付帯設備の設置が充実していた。全体に，商業施設がある展望地11
件中 8 件では樹木による眺望の乱しがなく，商業施設管理の一環

として眺望の確保が行われていることがうかがえる。 

（２）管理方針 

県（管理計画区）ごとに作成されている国立公園管理計画書から，

共通して示されている基本方針と，各管理計画区が定めている管

理対象を把握した（表－7）。 
基本方針では，平成18（2006）年の作成要領通知以前に策定さ

れた広島県と香川県では，視対象と視点場に係る方針が独立して

いた。広島県では，視対象に係る方針として「多島海景観の維持」

がある一方，視点場に係る方針として「利用形態と施設整備」であ

ることから，視対象と視点場の管理が別々に検討されていること

がうかがえる。一方，作成要領以後に策定された岡山県，愛媛県及

び山口県では，視対象に係る方針と視点場に係る方針が「多島海景

観の保全と展望地利用の推進」として一体化していた。また広島県

では，視点場に関する方針が施設整備に関する内容のみであった

が，香川県では，植生や設置物の管理の他，管理体制の構築につい

ても言及している。岡山県，愛媛県及び山口県では，前の2県に加

えて展望地の利用についても言及し，その方法として情報提供等

を行うと記してある。このように，基本方針では，多島海景観の特

徴よりも，作成要領に即した内容であることがうかがえる。

管理対象は，自然要素（海，島嶼及び植生）と人工物からそれぞ

れ把握した。島嶼は，具体の島嶼や諸島名も記され，眺望対象とさ

れていた。海に関しては，半数以上の展望地において「多島海景観

を望むことできる」等の抽象的な表現が多く，具体の名称（燧灘や

備讃瀬戸等）が記されている展望地は亀老山や鷲羽山等，少数であ

った。このことから，多島海景観の中心は海よりも島嶼としている

ことがうかがえる。植生に関しては，多島海景観の一部として捉え

ている方針がみられるものの，展望地周辺の植生保全に関する記

述が大半を占めており，結果として多島海景観の要素より展望地

の囲繞景観 30)の要素として捉えた管理方針であったことがうかが

える。人工物に関しては，最も多くの記述があったのが香川県で，

橋梁と町並の両方の眺望を保全対象と定めていた。一方，その他の

管理計画区では，例えば岡山県では，「…（中略）瀬戸大橋を望む」

と記しており，保全の対象とはせずに言及に留まる等，捉え方は不

明瞭であった。

（３）管理の現状 

アンケート調査は，全29件中25件から回答が得られた 31)。ア

ンケート先は，展望地が所在する自治体に問い合わせより判明し

た，日常的に管理をしている管理主体を対象に実施した。また複数

の管理主体が関与している場合，他組織の管理の現状についても

把握している範囲で併せて回答いただいた。全体の約 6 割の展望

地では，複数の管理主体によって管理が行われていた。備讃諸島の

展望地では，広域自治体のみ，もしくは行政組織の関与が基礎自治

表－8 展望地別の管理担当主体 
地域
区分

展望地 組み合わせ 清掃美化
景観阻害
樹木の伐採

歩道・
柵の管理

案内板・
看板の管理

備
讃
諸
島

屋島 広 広 広 広 広
寒霞渓 広 広 広 広 広
五色台 広 広 広 広 広
紫雲出山 基 基 基 基 基
城山 広 広 広 広 広
鷲羽山 基・他 基・他
大麻山 広 広 広 広
由加山 基・他 基・他

芸
予
諸
島

因島公園 広・基 基 広・基 広
観音山 広・基 基 広 基
亀老山 基 基 基 基 基
休山 広・基 基 基 広 広
近見山 基・他 基・他 基 基 基
高見山 広・基・他 基・他 広
黒滝山 広・基・他 他 他
神峰山 基 基 基 基
仙酔島 国・広・基 広・基 国 国 国・広・基
筆影山 基・他 基・他 基
鳴滝山 広・基 基 広
野呂山 広・基・他 他 広・基 広・基 広・基
鷲ヶ頭山 基・他 基・他

広
島
湾

以
西

嘉納山 基 基 基
極楽寺山 広・基 基 広・基 広・基
皇座山 基・他 基・他
弥山 基・他 基・他

国…環境省，広…広域自治体，基…基礎自治体，他…その他（民間や住民団体等）

表－9 管理上の課題 

回答 件
数

管理主体の組み合わせ 
国広基 
n=1

広基他 
n=2

広基 
n=5

広 
n=5

基他 
n=7

基 
n=4

管理方針がない 4 3 1
人手をかけることができない 14 1 1 3 5 3 1
予算をつけづらい，不足している 19 1 2 5 5 3 3
管理主体が不明 2 2
環境省との連携が不足している 3 3
庁内他部署との連携が不足している 2 1 1
他団体との連携が不足している 2 2
課題と考える点はない 0
国…環境省，広…広域自治体，基…基礎自治体，他…その他（民間や住民団体等） 

体のみであった。芸予諸島と広島湾以西の展望地では，基礎自治体

を中心とした管理が行われ，3主体によって管理されている展望地

が芸予諸島の展望地ではあるものの，広島湾以西の展望地にはな

く，地域区分ごとに管理主体の組み合わせが異なっていた。管理主

体別に管理内容を整理したところ（表－8），清掃美化は基礎自治体

とその他が多く担っていた。それ以外の景観阻害樹木の伐採等は，

広域自治体もしくは基礎自治体が多く担っていた。行政組織同士

の組み合わせでは，管理内容を分担し網羅的に実施している傾向

にあるが，基礎自治体とその他の組み合わせでは，両者が清掃美化

を行うだけ等，管理内容に偏重がみられた。管理上の課題では，ど

の管理主体の組み合わせも「人手不足」や「予算不足」を挙げてい

るが，基礎自治体とその他の組み合わせでは，加えて「管理方針が

ない」や「連携不足」も課題として挙げていた（表－9）。
（４）まとめ 

備讃諸島の展望地では水平構造型の狭小地に商業施設が整備さ

れ，芸予諸島の展望地では垂直構造型で案内看板の設置が少なく，

広島湾以西の展望地では全般に付帯施設が充実する傾向にある等，

地域区分ごとに特徴がみられた。管理は，備讃諸島の展望地では広

域自治体が単独で管理する傾向が強く，芸予諸島の展望地では基

礎自治体を中心に他主体との連携により管理が実施されていた。

全般に，予算不足や人手不足が課題として挙げられているが，基礎

自治体とその他の組み合わせでは，基本方針及び役割が不明瞭な

ことを課題として挙げており，管理において混乱が生じているこ

とがうかがえた。 

５． 眺めの実態と整備状況の差異 

備讃諸島の展望地は，国立公園指定時から評価されてきた，島嶼

が分散する眺めを有していながらも整備面積が小さく，また四阿

及びベンチの設置が少なかった。これは，展望地の利用として「見

る」ことに特化し，休憩やゆっくり鑑賞するには適しているとは言 
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表－10 地域の眺めと整備の関係 
地域 
区分 眺め 

整備状況 
施設面積 施設形態 付帯設備 商業施設 樹木乱し度 

備讃 
諸島 

島嶼分散・点在 
一部人工物 小 水平構造 

四阿 少 
多 乱し無し 

眺望無し ベンチ 少 
案内看板 多 

芸予 
諸島 

島嶼集中 
人工物多 大 垂直構造 

四阿 中程度 
少 一部乱し ベンチ 多 

案内看板 少 

広島湾 
以西 

島嶼点在 
（海中心） 
一部人工物 

比較的 
大 多様 

四阿 多 
少 一部乱し ベンチ 多 

案内看板 中程度 

いがたく，景観を充分に享受できない状況と言える。このため，景

観をゆっくり享受するために，ベンチを設置する等の工夫が求め

られる。芸予諸島は，3地域において最も多様な眺めを有していな

がらも，その眺めを解説する案内看板の設置が少ないため眺めを

理解しづらく，景観を充分に享受できる状況にないことが示唆さ

れた。このため，眺めの理解を促進する案内板の設置が求められる。

広島湾以西の展望地は，整備面積が大きく付帯設備も多いことか

ら，全体的に整備状況が充足している展望地と言える。しかし，海

中心の眺めで，多島海景観が最も分かりづらい地域と言える。ゆえ

に，従来的な多島海景観とは異なる眺めとして理解し，整備に反映

する必要も考えられる（表－10）。
展望地からの眺めと管理計画書で示されている管理対象の関係

をみると，いずれの地域においても島嶼を中心に記述されており，

海と島嶼で構成される眺めの実態とは異なっていた。また皇座山

（山口県）以外の全ての展望地で人工物が視認できたが，山口県以

外の管理計画書では展望地に係る人工物の記述は限定的であった。 

橋梁に関しては，橋梁が視認された管理計画区において愛媛県

を除く管理計画区では記述はあった。しかし，町並や工業関係の視

対象を表す記述は，香川県の町並を除いては確認されなかった。つ

まり，行政方針として自然要素の眺めは捉えているものの，人工物

の眺めは捉えているのは一部地域で，実際の眺めで見られた視対

象とは一致しないと言える。従来，国立公園は自然風景地の保護と

利用を謳い，管理計画書では「島の外観を改変するような工作物の

新築や土地改変等の行為を抑制する」と記していることから，人工

物を意図的に視対象と定めていないと考えられる。加えて，地域区

分ごとに眺めの傾向はあるものの，管理計画書は行政区分ごとに

整理されているため，眺めに即していないと言える。 

また管理計画区ごとに視対象を記しているものの，眺望される

眺めは，他の管理計画区に含まれていた。例えば，紫雲出山（香川

県）の眺めでは，塩飽諸島（香川県），走島（広島県）及び笠岡諸

島（岡山県）と三つの異なる管理計画区を含んでいる。このように，

単一の管理計画区だけでは収まらない展望地が表－2 より多く存

在することが確認できる。一方，管理計画区によって管理対象は異

なることから，展望地が所在する管理計画区が目標としている眺

めと視対象が，所在する管理計画区の管理対象の保全方針と異な

る場合は，目標としている眺めが守れない可能性が孕んでいる。上

記で示した紫雲出山の場合，香川県では町並を眺望対象としてい

るが，岡山県及び広島県では保全対象としていないことから，目標

が一致せず管理において混乱が生じる可能性がある。 

管理と眺めの関係は，備讃諸島及び芸予諸島の展望地では，多く

の管理項目が実施され，網羅的に管理が行われているが，広島湾以

西の展望地では，清掃美化のみの管理の展望地が多い。これは，先

述したように，多島海景観が最も分かりづらい地域であることか

ら，管理方針が明確としなかった可能性も考えられる。 

６． おわりに 

瀬戸内海は，地域ごとに眺めの特徴が異なっていた。展望地の整

備及び管理運営を行う行政においては，人工物を認識せずに島嶼

中心で捉え，多様である眺めの実態を評価しているとは言いがた

い。また眺めの特徴が同じ地域であっても，行政区分ごとに管理計

画は策定されていた。管理の課題として連携がとれていないこと

が挙げられていることを考えると，管理計画区同士で多島海景観

の目標像を共有して管理する必要がある。また商業施設が併設さ

れていると，樹木によるかく乱なく眺望は確保されているが，管理

計画等においてその実態は反映されていなかった。眺めの分析か

ら得たように，地域ごとに異なる眺めを有していることを，どのよ

うに共有し発信していくか，検討していく必要がある。 

瀬戸内海国立公園で眺望される多様な眺めを捉えることで，眺

めに即し，魅力を発揮できる展望地整備が可能となる。そのために

は，まずは行政が各地域から眺望される眺めを正確に捉え，管理計

画に反映させる必要がある。この際，同じ地域区分に属する管理計

画区と内容を共有することが望ましい。視点場と視対象の眺めの

方針が合致し，一体的に保全することが可能となり，多島海景観が

享受される展望地整備を実現できると考えられる。また大前提と

して，瀬戸内海国立公園の陸域の区域は複雑であり，眺望対象の島

嶼をすべて国立公園区域に指定しているわけではなく，特に人工

物の多い所は島嶼内外共に区域外としている。区域外は行政の力

は及ばないが，人工物の眺めが台頭した現在において，国立公園の

枠組みを超えた，瀬戸内海全体で保全に向けた連携が求められる。 
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